
議案第５４号 

 

山陽小野田市税条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成３０年６月１２日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

山陽小野田市税条例の一部を改正する条例  

 山陽小野田市税条例（平成１７年山陽小野田市条例第８８号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第１０条の２に次の１項を加える。 

１９ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は零とす 

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第５４号参考資料 

 

山陽小野田市税条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

 

附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～１８ （略） ２～１８ （略） 

１９ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定

める割合は零とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


